
 
 
 
 

（趣旨） 

ビューローベリタスジャパン株式会社 

東京都優良マンション認定業務手数料規程 

第１条 この規程は、別に定めるビューローベリタスジャパン株式会社優良マンション 認

定業務規程（以下「業務規程」という。）に基づき、ビューローベリタスジャパ ン株

式会社（以下「BVJ」という。）が実施する優良マンション認定業務に係る手 数料

について、必要な事項を定める。 

 
（審査登録手数料） 

第２条 業務規程第 20 条１項に規定する審査登録手数料の額は、以下の表に掲げるとおりと

する。 

■  審査手数料 

表―１ （単位：円） 括弧内は消費税抜きの金額 
 

新築マンション 

仮申請時の手数料 

 

（仮申請費） 
 

（本申請費） 
 

（管理規約等の届け） 
 

申請費計 

５００㎡未満  

 

 

 

１９，２５０ 

 

 

 

 

１２，１００ 

 

 

 

 

９，３５０ 

 

 

 

 

４０，７００ 

５００㎡以上 

１，０００㎡未満 
１，０００㎡以上 

２，０００㎡未満 
(１７，５００） （１１，０００） （８，５００） （３７，０００） 

２，０００㎡以上 

１０，０００㎡未満 
１０，０００㎡以上  

２５，８５０ 
 

１２，１００ 
 

９，３５０ 
 

４７，３００  
５０，０００㎡未満     

（２３，５００） （１１，０００） （８，５００） （４３，０００） 
５０，０００㎡以上 

 

表―２ （単位：円） 括弧内は消費税抜きの金額 
 

中古マンション 

初回申請時の手数料 
住宅性能評価を受けている建物で 

実施基準の条件を満たすもの 

 

住宅性能評価を受けていない建物 

５００㎡未満  

 

 

 

１６，５００ （１５，０００） 

５９，４００ （５４，０００） 
５００㎡以上 

１，０００㎡未満 

 

７０，４００ 
 

（６４，０００） 

１，０００㎡以上 

２，０００㎡未満 

 

７４，８００ 
 

（６８，０００） 

２，０００㎡以上 

１０，０００㎡未満 

 

９０，２００ 
 

（８２，０００） 



 
１０，０００㎡以上 

５０，０００㎡未満 
 
 

２２，０００ （２０，０００） 

 

１５８，４００ （１４４，０００） 

５０，０００㎡以上 １８８，１００ （１７１，０００） 
※中古ボヱサュヱの認定期間が６年間となる場合については、下記の管理規約等届け時の手数料が別途必

要となります。 

表―３ （単位：円） 括弧内は消費税抜きの金額 
 

認定更新時ヹ管理規約 

等届け時の手数料 
新築及び中古ボヱサュヱ 

認定更新申請時の手数料 
認定期間が６年となる場合の 

管理規約等届け時の手数料 
５００㎡未満 ５０，６００ （４６，０００）  

 

 

 

 

 

 
 

９，３５０ （８，５００） 

５００㎡以上 

１，０００㎡未満 

 

６０，６００ 
 

（５６，０００） 

１，０００㎡以上 

２，０００㎡未満 

 

６６，０００ 
 

（６０，０００） 

２，０００㎡以上 

１０，０００㎡未満 

 

８１，４００ 
 

（７４，０００） 

１０，０００㎡以上 

５０，０００㎡未満 

 

１４１，９００ 
 

（１２９，０００） 

 

５０，０００㎡以上 
 

１７１，６００ 
 

（１５６，０００） 

 

■  登録料 

表―４ （単位：円） 括弧内は消費税抜きの金額 
 

申請の時期 本認定の認定期間 登録料 
新築マンション 

仮認定申請時（仮認定+本認定+管理規約） 
６年間 ５，５００（５，０００） 

新築マンション 

更新申請時（１回目）（更新認定+管理規約） 
６年間 ３，３００（３，０００） 

新築マンション 

更新申請時（２回目以降）（更新認定） 
３年間 ２，７５０（２，５００） 

中古マンション  本認定申請時（本認定+管理規約） ６年間 ４，４００（４，０００） 
中古マンション   本認定申請時（本認定） ３年間 ３，８５０（３，５００） 
中古マンション   更新申請時（更新認定） ３年間 ２，７５０（２，５００） 

 
注 １．新築の仮申請時は、仮申請費＋本申請費＋第１回目の管理規約等届け費及び登録料の 合計 

を手数料として納入する。 

２．新築の更新申請時（認定期間が６年となる場合）は、更新申請費＋管理規約等届け費及び登録 

料の合計を手数料として納入する。



３．認定事項に変更が生じ、変更内容届出が出された場合及びこの手数料表に定めのない場 

合は、その都度見積により手数料を決定する。る。  

 
 

（手数料の収納） 

第３条 申請者は、審査登録手数料を、銀行振込により納入する。ただし、やむを得ない事由が 

ある場合は、別の収納方法によることができる。 

２．前項の納入に要する費用は申請者の負担とする。 
 
 

（手数料の返還） 

第４条 収納した審査登録手数料は次の各号に定める場合を除き返還しない。 

（１）東京都優良マンション登録表示制度実施基準（以下「基準」という。）第７の申請で認定され  

ない場合は、基準第 8 の本認定に係る審査手数料、基準第 14 の管理規約書等に係る審 

査手数料及び登録手数料について、申請者の請求に基づき必要な事務経費を控除し返 

 還する場合。 

（２）基準第 11 第１項の仮認定通知を受けたが、基準第 8 の本認定の申請がない場合は、本認 

定に係る審査手数料及び基準第 14 の管理規約書等に係る審査手数料について、申請者 

の請求に基づき必要な事務経費を控除し返還する場合。 

（３）基準第 8 の本認定で認定されない場合は、基準第 14 に係る管理規約書等の審査手数料 

について、申請者の請求に基づき必要な事務経費を控除し返還する場合。 

（４）BVJ の責めに帰することのできない事由により認定の業務が実施できなかった場合。 
 
 

（審査手数料の増額又は減額） 

第５条  BVJ は、審査業務等が効率的に実施できる場合又は金額の変更をすることが必要とみ 

とめる場合に、審査手数料を増額または減額することができる。 

 
（附則） 

この規程は、平成 23 年４月１日より施行する。 
 
 

制定：平成 23 年４月１日 

改定：令和 3 年４月１日 


